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1. はじめに 

日本におけるさらなる高齢化に対応するため、「地域包括ケアシステム」の構築は重要な課題で

す。しかし、近年介護現場では、利用者や患者および家族による職員への身体的・精神的暴力や

セクシュアルハラスメントなどが少なからず発生しています。 

特に在宅でのケアを行う訪問系サービスにおいては、利用者宅への単身の訪問であること、利

用者への身体の接触が多いこと、職員の女性の割合が高いこと、生活の質や健康に直接関係する

サービスであり、安易に中止できないことなどによりその割合が高くなっていると考えられます。 

民医連綱領では、「無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす組織」「人権を尊重し、共同のい

となみとしての医療と介護・福祉をすすめ、人びとのいのちと健康を守る」を理念としています。

これは、職員の人権についても同じです。また、無差別・平等の地域包括ケアシステムを確立す

るために在宅サービスを担う「人財」の確保と離職を防止するためには、暴力・ハラスメントへ

の課題の解決なしには行えません。暴力・ハラスメントを正しく理解し対策を講じることで、避

けられる暴力が多くあります。利用者、家族を加害者にしないという点でも利用者を守ることに

もなります。 

神奈川民医連では、2018 年 11 月～12 月に「訪問看護師が受ける暴力・ハラスメント実態調

査」を実施し、2019 年 3 月に記者会見で発表しました。東京民医連から講師を招き、暴力・ハ

ラスメントの研修を訪問看護ステーション責任者研修で行いました。その後も神奈川県への申し

入れや県議団との懇談、県高齢福祉課との懇談を実施し、その結果、神奈川県では暴力・ハラス

メントに関する管理者研修の予算が 2020 年度に計上されました。 

神奈川民医連訪問看護ステーション責任者会議では、在宅サービスにおける安全文化の構築、

法人ぐるみの組織的対応の仕組みつくりにつながるよう本ガイドラインを作成しました。ガイド

ラインは大枠ですので、各法人の状況に即したマニュアルの作成などに活用をしてください。 
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2. 用語の定義・基本的知識 

1） 本ガイドラインにおける用語の定義 

⚫ 暴力：身体的暴力、精神的暴力（言葉の暴力、いじめ、セクシュアルハラスメント、悪質クレーム） 

⚫ 身体的暴力：身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

⚫ たたかれる 

⚫ 蹴られる 

⚫ ひっかく 

 

つねる 

物を投げつける 

手を払いのけられる 

 

首を絞める 

唾を吐く 

服を引きちぎられる 

 

⚫ 精神的暴力 

大声を発する 

怒鳴る 

威圧的な態度で文句を言い続ける 

刃物をちらつかせる 

「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する 

家族が利用者の発言をうのみにし、理不尽な要求をする 

サービスがきちんとなされていないと謝罪して正座をするよう求め

られる 

利用料の支払いを拒否される 

  

 

⚫ セクシュアルハラスメント 

必要もなく手や腕をさわる 

抱きしめる 

入浴介助中、あからさまに性的な話をする 

卑猥な言動を、繰り返す 

女性のヌード写真を見せる 

サービスに関係なく下半身を見せる 
 

⚫ 悪質クレーム 

インターネットにいわれのない、誹謗中傷の事業所評価を掲載する 

理不尽な苦情を事業所に申し立て、対応に時間がかかり、業務に支障

が出る 

特定の職員に、個人的な相談を毎日 2 時間以上してくる 
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2） 暴力・ハラスメントレベル 

レベルⅠ 

直ちに身の安全を図

るほどではないが対

応が必要 

過度なプレッシャー・ケアへの介入、セクシュアルハラ

スメント、執拗な誘い、嫌がらせ、強迫的な文言、威圧

的な態度等 

レベルⅡ 
治療は要しないが対

応が必要 

叩かれた・殴られた・蹴られた・暴言・脅迫・身の危険

を感じる 

レベルⅢ 治療を要する傷害 
叩かれた・殴られた・蹴られた・精神的障害を含む１週

間以内の治療を要するもの 

レベルⅣ 
治療を要し、重大な

後遺症が残る傷害 

治療に１週間以上を要する傷害（精神的な傷害を含む） 

刃物や器物を用いての暴力 

レベルⅤ 生死にかかわる傷害 傷害が原因で生死にかかわる暴力 

3. 暴力・ハラスメントの対応 

＜フローチャートの記号・対象について＞ 

    

開始/終了 処理 判断 書類 

  

被害者： 訪問看護師 

行為者： 利用者・家族（訪問看護の契約の対象が利用者・家族であること、このガイド

ラインは訪問看護師が利用者・家族から暴力・ハラスメントをうけることを想

定して作成しているため） 
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1） 発生時の対応：暴力ハラスメント発生時の対応（フロー図 A） 

 

注

1

2

・

・

・

3

・

・

・

・

・

落ち着くよう低い声でゆっくりと暴力行為をやめるよう説得する。

可能であれば暴力行為に至った理由や事情を確認し、解決を図る。

興奮を鎮めるなどの目的で帰ることと、必要時警察に通報することなどを説明する。

行為者への対応、その反応など経過を記録する。

行為者がナイフなどの凶器を持っているなど危険性が極めて高い場合は、安全確保を最優先とし、
その場から非難するとともに事業所に危険を知らせ、警察に通報する。

　(１)暴力ハラスメント発生時の対応

管理者．事務所（職員） 被害者

 フロー図Ａ

被害者は暴力ハラスメント発生時、被害者自身の身の安全を第一に考えサービスの中止・継続を判断す
る。状況によるが、暴力ハラスメント行為をやめなければサービスの提供ができないことを伝える。サー
ビスを継続したとしても、暴力ハラスメントの改善がない、身の危険があると判断した場合は、臆さず逃
げる、加害者と距離をとる等のサービス中止時の対応をする。安全な場所へ移動後、事業所・管理者へ電
話連絡し、当日の利用者へのサービスの提供、次の訪問等について相談する。サービスを継続した場合、
すぐに報告ができない場合でも当日中に報告することが望ましい。

管理者・事業所の対応者は、被害者を守ることを最優先とし迅速に対応する。判断・対応が必要な事項と
して 利用者へのサービス提供をどうするか（時間を開けて再訪問する、何かしらの対応策をとりサービ

ス継続、そのまま中止等）。

次の訪問の予定がある場合はサービスの継続が可能か、不可能であれば代替え職員の手配。

現場を訪問し必要な処置・事実確認が必要か判断する。事実確認のための現場訪問が必要な場合
は、管理者、複数名で対応、可能であれば男性職員の同行訪問、数日以内に行うことが望ましい。場
合によりケアマネ等第三者の同席を求める。

行為者への初期対応

継続・中止

受容or改善

サービスの継続

サービスの継続

現場訪問

ケアマネ・家族への連絡

暴力・ハラスメント事案の発生

退室

（可能なら利用者 家族に暴力 ハ

ラスメントであることを伝える）

事務所・管理者へ電話報告

①日時・場所

②暴力・ハラスメントの内容

安全な所へ移動

事業所、管理者に電話報告

①日時・場所

②暴力・ハラスメントの実態

管理者

①身の安全を図ることを指示

②次の訪問調整

訪問者の選定

他の職員

①管理者と一緒に現場

(男性がのぞましい）

②本部等連絡取れる様に待機

③当日でなくてもできるだけ早く対応

行為者への初期対応

現場

訪問

事実確認

必要な処置

とりあえず継続中止

なし

あり

しない

しない

する

する

①落ち着くように説得する

②可能ならば理由事情を確認

③必要時警察通報することを説明

④行為者への対応経過の記録

⑤危険性が高い場合、避難警察通報

※①～⑤下記詳細あり

注1注2

注3
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2） 発生後の対応：暴力ハラスメント発生後の対応（フロー図 B） 

 

注

1
・
・

・
2

・

・
・

3
・

・
・
・

・

・

・
4

・ 暴力ハラスメントを受けた被害者が管理者や同僚から更傷つけられることをいう。被害者の話をよく聞き、原因追
及や批判することなく、共感する受容的な対応と被害者を守り抜く立場をとる。管理者や同僚が二次被害の加害者
とならないよう教育・研修が必要。

事業所又は法人で再発予防策について考察・確認する。

被害者の心身の状況を確認し、受診の必要性を判断。第３者行為による加害者への治療費請求、あるいは職務 中
の傷病（労災）に該当するため、医師の診断を受けておく。

受診が必要な場合は可能な限り管理者が手配し、受診に付き添う。
被害者が一人で自宅に帰ることが難しい場合は、被害者の家族に連絡する、または送る。

継続的な受診が必要な場合は受診時間を配慮する。費用や休業補償などは法人で判断する。

フォロー担当者を決め、被害者の事実、状況、感情、行為者および管理者への要望を整理し、記録に残す。被害者が
記録できない場合は、フォロー担当者が記録する。話を聞くことにより、被害者の心のケアを行う。

不眠、食欲不振、その他の精神的な症状は数日～数週間後に発生することもあるので注意する。発生後１か月程度
メンタルフォロー必要。

勤務調整、業務調整などにより、十分な休養が取れるように配慮。状況によって専門家によるカウンセリングが受
けられる様配慮。

　(2)暴力ハラスメント発生後の対応　フロー図B

管理者．事務所（職員） 被害者 行為者

被害者への事実確認と報告書作成について

行為者への事実確認と事後対応について

被害者のフォロー

二次被害について

傷害の程度により事実確認は受診後とするなど被害者へ配慮する。
被害者への事実確認時は下記の「暴力ハラスメント後の被害者のフォロー」の事項に十分注意しながら行う。警察
への被害届を出すことも考慮する。被害直後の聞き取りは、被害者の心身への影響が大きい場合は概要のみ確認
し、詳細は後日とする（行為者への面談前が望ましい）。

報告書は被害者が作成することもあるが、心身への影響を考慮し、状況により事実確認対応者が作成する。

行為者へのヒアリングは管理者、複数名で対応することが望ましい。今後の対応として、契約を解 約・行政報告等
の対応をする場合は組織的に検討する。

事業所の対応を行為者又は家族等適任者へ伝え、対応内容について協議し合意を得る。

暴力・ハラスメント事案の発生

面接・事実確認

面接

今後の対応に関する

合意形成

受診

メンタルケア

（利用者担当変更等）

事実確認 注1

①事情の確認・聴き取り

②傾聴

③十分な休養

④カウンセリング

⑤警察への被害届を考慮する

⑥安心して働ける環境をつくる

被害者のフォロー 注３

受診の手配をする

必要時受診同行

報告は当日はメモで

再発防止策 注４

法人で定めたラインの報告と

組織的検討

行為者への報告と対応 注2

上司への報告、相談

行為者へのヒアリング 注2

①担当者の選定

②できるだけ複数名で対応

リスクの再アセスメントを行い、

ＰＤＣＡサイクルをまわす
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3） 警察対応が必要な場合 

 

管理者 法人 対策委員会

注
1

2

3

＜緊急連絡先＞ 〇〇警察 　　　〇〇事業所（管理者）　　　〇〇事業所（ケアマネ）

被害届について
警察対応事案については法人の取り決めにより速やかに報告、組織的に対応を恊議する。被害届提出についても被害者
の意向を考慮し顧問弁護士の意見も参考のうえ決める。
・被害届は被害者本人が警察署へ提出する。（捜査をするか否かは警察の判断となる）。
＊被害届の書式は「被害者の住所、氏名、年齢、職業、被害にあった日時、場所、被害の模様、犯人（行為者）の住所、氏名、
遺留品その他参考となる物品」、これらの項目を予め整理し、身分証明書と印鑑を持参し警察所へ出向く。

フロー図C

被害者

通報について
警察への通報、事業所・管理者への連絡の順番は状況により判断するが一般的には管理者へ相談の上通報する。
警察がすぐ駆けつける必要がある場合は110番通報する。（所轄の警察所への通報は駆けつけ対応しないことがある）

警察対応時の注意事項
捜査協力は可能な限り管理者が同席。誠実に対応しつつ、事件に関係ないことやい事や憶測は発言しない。資料提出依頼
については「捜査関係事項照会」文書を求め提出する。

弁護士

（３）発生後の対応（警察対応が必要なケース）

被害届を
警察提出

被害届

叩く等の暴力・凶器を見せ脅す・襲いかかってくる

暴力を受ける・身体に傷害を受ける

すぐにその場

を離れる

事務所へ連絡

管理者を待つ

受診

カウンセリング

を受ける

警察110番へ通報

注1

他のスタッフへの

ヘルプ要請

利用者家族へ連絡

現場へ行く

警察対応

注2

傷害連絡を受ける

現場へ行く

法人で定めた

ラインの報告

と組織的検討

カウンセリング手配

警察対応終了

救急車もしくは受診

の手配や同行

再発防止策

顧問弁護士へ相談

注3
しない

する
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4. 日常的な対応 

1） 指針・組織・周知 

(ア) 指針について 

法人・事業所は、暴力・ハラスメントの予防と対策について明確な指針と方針を持ち、在

宅における事業所及び関連サービス等事業所が「暴力・ハラスメントは許さない」と表明す

るとともに、職員間、職員から利用者・家族への暴力・ハラスメントだけでなく、利用者・

家族から職員への暴力・ハラスメントについても許さない旨も明記する。職員全員が被害者

になりうるので、組織的に対応する必要があり、本ガイドラインをもとに法人の顧問弁護士

の意見も聞きながら法人の状況に即した本ガイドラインの活用を進める。 

事業所責任者・管理者は、暴力・ハラスメントに対する指針に沿って、ハラスメントのな

い快適な環境づくりに取り組むとともに、暴力発生時の対応について周知徹底する必要が

ある。 

(イ) 対策委員会の組織 

暴力・ハラスメント個人を、事業所の責任と判断のみで対応することのないよう暴力・ハ

ラスメントのリスクマネジメントを行う委員会を設置する。暴力・ハラスメントの把握と情

報共有、分析、対応策の検討・実施・評価を行う。委員会の開催は各法人の運用によるが、

多角的な視点でマネジメントできるよう委員は多職種であることが望ましい。定期開催の

頻度、緊急開催、事務局会議、法人医療安全委員会等への報告について取り決めをする。 

＜ハラスメント対策委員会のメンバーの構成例＞ 

①訪問看護事業統括部長 ②介護事業部長 ③訪問看護ステーション所長 

④法人事務部長 ⑤産業保健スタッフ ⑥顧問弁護士（必要に応じアドバイス） 

(ウ) マニュアル 

本ガイドラインは、作成時より県連に属する訪問看護事業所におけるスタッフ全員の話

し合いのもと、一緒に作り上げたものであるため、「3.暴力ハラスメントの対応」の部分を

もってマニュアルとして活用する。 

 ただし、組織や指示系統の構成が異なるためその点において各法人の状況に即したフロ

ーチャートを確認し、運営していくこととする。 

(エ) 暴力・ハラスメント対応体制の周知について 

本ガイドラインは、事業所内でだれでも手にとれる所に保管し、その場所についても周

知する。暴力・ハラスメントに関する指針や取り組み、相談窓口等はいつも目に触れると

ころ・手に届くところ等日常的であることが周知のポイントとなる。 

＜暴力・ハラスメント対応体制＞ 

⚫ 暴力・ハラスメント相談窓口カードの配布 

⚫ タイムカード前や事業所内に必ず目に入る場所へのポスターへの事業所掲示 

⚫ 回覧板、会議資料でチラシの配布 

⚫ 社内ソフトウエア等の掲示板利用 
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2） 職員教育・学習 

(ア) 教育学習の必要性 

暴力・ハラスメントを適切に捉え、対策を講じることで避けられる暴力が多くあることか

ら、職員教育は暴力・ハラスメントに対する有効な手段といえる。利用者・家族からのハラ

スメントは、受けた職員の認識や解釈が入り込むことにより、暴力が暴力として認識されて

いないことが往々にしてあるため、学習をとおして、組織内で暴力・ハラスメントに対する

共通認識を持つことが重要となる。また、発生時にも被害にあった職員、管理者、職場が手

順を順守し対応することにより、その影響を最小限にできる。 

また、状況に応じ自分で考えて対応が出来る柔軟性を身に付けることも大切である。全職

員で繰り返し学習に取り組み、事業所における暴力・ハラスメントに対する適切な安全文化

の醸成に努める。 

(イ) 学習内容 

① 暴力・ハラスメントの捉え方、基礎知識 

② 暴力・ハラスメントへの対応を学ぶ 

⚫ コミュニケーション 

⚫ 悪質クレーム対応：敬意ある態度、十分な説明と同意。暴力が発生するリスク

の高い状態を緩和・回避できる対人能力、暴力や不快な態度等に対する意思表

示をするためのアサ―ティブ・トレーニング 

⚫ 在宅サービスにおける危険予測と対応のトレーニング （KYT） 

③ 在宅サービスにおける暴力・ハラスメントのリスクマネジメント 

④ 職場で事例検討：ハラスメント受けたときの対応の仕方など 

⑤ 事業所の事例に基づき対応を具体化し、共有する。 

⑥ 法人・事業所の組織体制 

⚫ 暴力・ハラスメントに関する方針・宣言 

⚫ 暴力・ハラスメント対応マニュアル学習 

⚫ 暴力・ハラスメント報告書について 

⚫ 暴力・ハラスメント対応の仕組み（委員会等）、報告ライン 

⚫ 暴力・ハラスメント相談窓口 

(ウ) 学習頻度 

雇用時と年 1 回は暴力と安全に関する研修を行う。 

 

2018 年アンケート調査の結果、セクシュアルハラスメントの件数が多かった。セクシュア

ルハラスメントについては、職員側の対応によって防げる内容もあるとされており、対応方

法の学習・職員への周知・対応の統一が重要となる 
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3） 契約時の注意・報告・記録 

(ア) 契約書について 

介護保険法では、「正当な理由なくサービス提供を拒んではならない」と定められている。

また、介護保険の利用は契約に基づきサービスを提供することから、契約書にどのようなこ

とがハラスメントに当たるのか、ハラスメントが行われた際の対応方法、場合によっては契

約解除になる規定を明記することが必要である。 

契約を解除するに至る正当な理由、サービス利用にあたってのルール（禁止事項）、解約

までの時期など具体的に明記し、同意を得ておくことで解約の合意ができない場合にもサ

ービスを中止することができる。又、行為者は利用者とその家族であることを併記する。 

利用者・家族への周知に当たっては必要に応じて繰り返し行う。「著しい迷惑行為」など、

わかりやすい表現を用いる。契約時に利用者や家族の前で読み上げて説明をするなど、相手

に伝わり、理解いただける方法で行う。利用者・家族が安心してサービスを受けられるよう、

虐待防止や技術の向上に努めていることも伝える。 

サービス提供が困難な場合にも他事業所の紹介等必要な処置を講じることが定められてい

るので、包括支援センター、担当者等行政を介した他事業所の紹介を依頼する、他事業一覧

を準備しておくなどの対策をしておく。サービスを引き継ぐ事業所には暴力ハラスメント

の事実も申し送る。 

＜契約書の記載例＞ 

⚫ 職員の生命・身体障害の危険障害が及ぶ、またはハラスメント行為を行い、これを

防止できない場合には一週間の予告期間を持ってサービスの提供を中止し契約を解

約することがあります。 

⚫ 事業所は、利用者または家族等が、故意にハラスメント等の法令違反その他著しく

常識を逸脱する行為を事業者又は看護師等に対して行い、事業所の申し入れにもか

かわらず改善がなく、適切なサービスを提供することが困難であると認められると

きには文書による通知により直ちに契約を解除することができます。 

※ ハラスメントの具体例を挙げることにより、利用者・家族に不快感や不信感を生じ

させる可能性もあります。また、これらの周知に時間を取ることによって、契約書

等の説明が、十分に行われないなどの懸念もあるため注意が必要です。 

(イ) 報告書等の記録について 

介護保険サービスは継続的な関係なので、単発的な暴力・ハラスメントではなく繰り返さ

れたということがわかるようにその都度記録にとっておく。記録の積み重ねが背信性の根

拠となる。いつ、どこで、だれが、どういう状況で、どういうことをされたのか事実のみを

記録する。主観的事実として暴力行為によってどう感じたか（怖くて何も考えられなくなっ

た等）、客観的事実（緊張して手が震えた等）についても記述しておく。 

サービスの中止、契約の解除の判断は法人等の取り決めに従い組織的にすることが望ま

しい。行政や包括支援センターへの報告についても検討する。その際は、組織的に検討し管

理者の主観的判断だけで記載、報告することがないよう注意する。 
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(ウ) 契約に際して禁止行為とすべき例 

⚫ 暴力・ハラスメント行為 

⚫ 金品授受の禁止（お茶・お菓子等を含む）、貴重品の管理 

⚫ 職員の映像を撮る、ソーシャルネットワークへの投稿など無断で職員の個人情報の

使用をする行為 

⚫ サービス提供中のペットの放し飼い（傷害の可能性） 

⚫ 訪問対応スタッフの個別指定、訪問時刻固定の強要 

(エ) ハラスメント行為リスクの情報収集 

在宅では利用者・家族の生活環境での活動のため環境整備は難しいが、訪問先に関す

る情報提供を行い適切な準備、緊急時の対応を整えておくことが必要になる。 

＜情報収集の例＞ 

⚫ 地域の状況 

治安や人・車の往来、周囲に助けを呼ぶことの可能な店舗棟の有無、街灯の状

況、最寄りの警察署など 

⚫ 住居の状況 

間取りやサービスを行うスペースから退去までの導線、玄関以外の退路の有無、

ペットの有無など 

⚫ 家族等の状況 

訪問中に家族はいるか、同居人の状況など 

5. おわりに 

 誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができること、また、在宅ケアサービスを

行う現場の職員が安心して働くために職場環境を構築することは重要な課題です。 

 本ガイドラインによって、暴力・ハラスメントに対する理解が促進され、現場での暴力・ハラ

スメント防止と適切な対応が取れることを願います。 

 合わせて引き続き暴力・ハラスメントの実態を把握し、訴えや地域の要求として行政へも働き

続けていきましょう。 
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6. 資料編 

1） 神奈川民医連 訪問看護師における暴力・ハラスメント実態調査結果 
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2） 契約書サンプル 
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3） お願いサンプル 
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4） 報告書サンプル 
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